
各課からのお知らせ

4平成２３年４月２０日号

平
成　

年
４
月
か
ら　
 

２３

「
障
害
年
金
加
算
改
善
法
」 

が
施
行
さ
れ
ま
す　
　

　

こ
れ
ま
で
は
障
害
年
金
を
受
け

る
権
利
が
発
生
し
た
当
時
に
、
受

給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
る
配
偶
者
や
お
子
様
が
い
る

場
合
で
、
障
害
等
級
が
１
級
又
は

２
級
に
該
当
す
る
方
に
加
算
を

行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
平
成　
２３

年
４
月
施
行
の
「
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ

り
、
障
害
年
金
を
受
け
る
権
利
が

発
生
し
た
後
に
、
生
計
を
維
持
す

る
こ
と
に
な
っ
た
配
偶
者
や
お
子

様
が
い
る
場
合
に
も
届
出
に
よ
っ

て
加
算
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成　

年
３
月
ま
で
は

２３

　

受
給
権
発
生
時
に
既
に
生
計
を

維
持
す
る
配
偶
者
や
お
子
様
を
有

し
て
い
る
場
合
に
は
、
受
給
権
発

生
時
か
ら
加
算
の
対
象
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

平
成　

年
４
月
か
ら
は
加
算

２３

の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
！

・
平
成　

年
４
月
１
日
よ
り
前
に

２３

お
い
て
、
受
給
権
発
生
後
に
生
計

を
維
持
す
る
配
偶
者
や
お
子
様
を

有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
法
施
行

時
（
※
）
か
ら
加
算
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
平
成　

年
３
月　

日
に
お
け
る

２３

３１

生
計
維
持
関
係
を
確
認
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

・
平
成　

年
４
月
１
日
以
降
に
お

２３

い
て
、
受
給
権
発
生
後
に
生
計
を

維
持
す
る
配
偶
者
や
お
子
様
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ

の
事
実
が
発
生
し
た
時
点
（
※
）

か
ら
加
算
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
婚
姻
、
出
生
等
の
事
実
が
発
生

し
た
日
に
お
け
る
生
計
維
持
関
係

を
確
認
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算

の
運
用
の
見
直
し
と
児
童

扶
養
手
当
と
の
関
係

　

こ
の
た
び
の
法
律
改
正
に
よ
り
、

障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算
の
範
囲

が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
で
、
併
せ
て

障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算
の
運
用

に
つ
い
て
も
見
直
し
が
行
わ
れ
ま

す
。

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
お
子
様
が

障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算
の
対
象

で
あ
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
平
成　

年
４
月
以
降
は
、
児

２３

童
扶
養
手
当
額
が
障
害
基
礎
年
金

の
子
加
算
額
を
上
回
る
場
合
に
お

い
て
は
、
年
金
受
給
権
者
と
お
子

様
の
間
に
生
計
維
持
関
係
が
な
い

も
の
と
し
て
取
扱
い
、
子
加
算
の

対
象
と
し
な
い
こ
と
で
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
児
童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年

金
の
子
加
算
の
間
で
受
給
変
更
が

で
き
る
場
合

　

両
親
の
一
方
が
児
童
扶
養
手
当

法
施
行
令
で
定
め
る
障
害
（
国
民

年
金
ま
た
は
厚
生
年
金
保
険
法
１

級
相
当
）
の
状
態
に
あ
る
こ
と
で
、

配
偶
者
に
支
給
さ
れ
る
児
童
扶
養

手
当
と
障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算

で
受
給
変
更
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年

金
の
子
加
算
の
間
で
受
給
変
更
が

で
き
な
い
場
合

　

母
子
世
帯
や
父
子
世
帯
の
方
は
、

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
基
礎
年
金

の
子
加
算
で
受
給
変
更
が
で
き
ま

せ
ん
。

【
問
合
せ
】

障
害
年
金
加
算
改
善
法
に
つ
い
て

・
佐
賀
年
金
事
務
所　

　

☎　

－

４
１
９
１

３１

・
小
城
市
役
所　

国
保
年
金
課

　

国
保
年
金
係
（
小
城
庁
舎
）　

　

担
当　

嘉
村
・
古
川

　

☎　

－

８
８
０
２　

７３

児
童
扶
養
手
当
額
や
児
童
扶
養
手

当
制
度
に
つ
い
て

　

小
城
市
教
育
委
員
会

　

こ
ど
も
課　

子
育
て
支
援
係

　
（
小
城
庁
舎
）　

　

担
当　

福
地
・
吉
岡

　

☎　
－

８
８
２
１

７３

み
か
ん
オ
ー
ナ
ー
募
集
！

　

牛
津
町
上
砥
川
の
み
か
ん
農
家

が
、
農
園
の
一
部
を
希
望
者
に
提

供
す
る
「
み
か
ん
オ
ー
ナ
ー
」
を

募
集
し
ま
す
。

　

希
望
者
は
農
家
に
管
理
委
託
料

や
収
穫
す
る
み
か
ん
代
を
含
む
申

込
金
を
お
支
払
い
た
だ
け
れ
ば

オ
ー
ナ
ー
に
な
れ
ま
す
。

　

説
明
会
及
び
現
地
案
内
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

◆
説
明
会
日
時

　

５
月　

日
（
日
）、　

日
（
水
）、

１５

１８

　
　

日
（
金
）

２０

　
　

時　

分
～　

時　

分

１３

３０

１４

３０

◆
場
所　

佐
賀
県
農
業
協
同
組
合

　

砥
川
支
所　

２
階
会
議
室

※
説
明
会
終
了
後
、
現
地
で
オ
ー

ナ
ー
の
木
を
選
定
し
、
申
込
金
を

い
た
だ
き
ま
す
。
※
雨
天
決
行

【
問
合
せ
】
農
林
水
産
課

　

農
政
企
画
係
（
芦
刈
庁
舎
）

　

担
当　

塚
元
・
空
閑

　

☎　

−

８
８
２
０

６３

砥
川
小

砥川小前
交差点

Ｊ
Ａ
さ
が

砥
川
支
所

み
か
ん
園


